
議第１３１号 契約の締結について 

 

１ 業務名 

  斎場改修運営事業 

 

２ 業務場所 

  呉市焼山町字鍋土１０７２３番地の２４ 

 

３ 事業方式等  

本事業は，呉市斎場について，施設改修型ＤＢＯ方式により，令和８年度から

の２０年間における施設の維持管理業務（火葬炉等の改修業務を含みます。）

及び運営業務を委託するものです。 

※ＤＢＯ方式…Ｄｅｓｉｇｎ（設計），Ｂｕｉｌｄ（施工），Ｏｐｅｒａｔｅ

（運営）を，市が資金を調達し，民間事業者へ一体的に委託して

実施する方式 

 

４ 呉市斎場の概要 

所在地  呉市焼山町字鍋土１０７２３番地の２４  

敷地面積  １９，９７９．１０㎡  

建築年月  平成１８年３月  

建築面積（延べ面積）  ２，４７７㎡（３，６９２．２１㎡）  

構造・規模  鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造），地上２階建て  

主要施設  ・火葬炉１２基（うち汚物炉１基，動物炉１基）  

・告別室３室，炉前ホール，収骨室３室  

・待合室７室，待合ロビー・ホール  

・授乳室，キッズルーム  

・エレベーター１基  

その他の敷地内施設  ○無縁の塔（建築年月：平成３年３月）  

 〔床面積〕２０．２５㎡  

 〔構造・規模〕鉄筋コンクリート造，平屋建て  

 〔収容可能数〕約１，０００体  

○合葬式墓地（建築年月：令和４年３月）  

 〔床面積〕４４．５１㎡  

 〔構造・規模〕鉄筋コンクリート造，平屋建て  

 〔収容可能数〕１２，０００体  

・納骨室：１，５００体収容可能  

（骨壺による個別安置）  

・合葬室：１０，５００体収容可能  

（直接合葬）  



５ 事業者が実施する主な業務  

維持管理業務 運営業務 

・建物保守管理業務 

・建築設備保守管理業務 

・火葬炉保守管理業務 

・清掃業務 

・植栽，外構等維持管理業務 

・警備業務 

・建物，設備等の改修業務 

・火葬炉改修業務 

・その他業務 

・火葬受付，案内業務 

・告別業務 

・炉前業務 

・火葬業務 

・収骨業務 

・その他業務 

 

６ 事業期間 

契約の締結の日から令和２８年３月３１日まで  

契約の締結の日から 

令和８年３月３１日まで 

・稼働準備業務 

令和８年４月１日から 

令和２８年３月３１日まで 

・維持管理業務 

・運営業務 

 

７ 提案の上限額 

  ５，５００，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 ※ 物価変動等の影響額は別途措置 

 

８ 契約金額 

  ５，４９１，７３６，８００円に物価変動，長期修繕計画の見直し，要求水準

未達，火葬件数による精算及び税制度等の法令変更による増減額を加減した額 

 

９ 選定委員会による評価結果 

(1) 応募者 

  次の１グループ 

グ ル ー プ 名 合人社計画研究所グループ 

代 表 企 業 株式会社合人社計画研究所 

構 成 員 株式会社宮本工業所 

株式会社五輪 

大之木建設株式会社 

協 力 企 業 株式会社あい設計呉支社 

三建設備工業株式会社中国支店 

株式会社中電工呉営業所 

 ※ 選定委員会による選定後，本業務を行うため応募者により設立された特別

目的会社「株式会社呉やすらぎの杜」が契約の相手方となります。 

 



(2) 審査基準等 

 ア 配点 

定性的評価点（a） 価格評価点（b） 総合評価点（a+b） 

70 30 100 

 

 イ 定性的評価 

評価項目 主な評価の視点 配点 得点 

１ 事業実施に関する事項 15 11.64 

（1）取組方針・実施体制 6 4.56 
 取組方針，実施体制

が適切であること。 
・本事業の目的及び基本方針を踏ま

えた取組方針 
・事業実施に関する適切な体制の確

保 
（2）リスク対応 3 2.40 
 リスク管理方針が適

切かつ具体的である
こと。 

・事業の特性を踏まえたリスクの認
識及び対応策（管理体制，保険付
保等） 

・事故及びトラブル防止，大規模災
害の発生時等リスクが顕在化した
場合の具体的な対応策 

（3）地域貢献 3 2.40 
 地域への貢献が具体

的であること。 
・地元企業の活用や地域の人材雇用

など，地域経済の振興に資する具
体的な取組 

（4）モニタリング 3 2.28 
 自主モニタリングが

適切かつ効果的なも
のであること。 

・適切かつ効果的なモニタリングの
実施方法 

・モニタリングの結果をサービス水
準の向上に生かす具体的な取組 

２ 維持管理業務に関する事項 26 19.72 

（1）実施体制 6 4.32 
 維持管理体制が適切
かつ具体的であるこ
と。 

・業務分担と責任の所在が明確な維
持管理体制 

・維持管理業務の配置人数や経験及
び資格等を有する人材の確保 

（2）維持管理計画 20 15.40 

 施設及び設備性能の
維持が図られる具体
的 な 提 案 で あ る こ
と。 

・建物及び建築設備の良好な施設水
準の確保 

3  2.28  

 火葬炉設備の性能の
維持が図られる具体
的 な 提 案 で あ る こ
と。 

・排気ガス基準値等の要求性能を長
期的に維持する具体的な方策 

・火葬炉の不具合や故障時に係る火
葬の継続性等 

6  5.28  

 ライフサイクルコス
トの縮減が図られる
ものであること。 

・建物，建築設備及び火葬炉設備の
長期的なライフサイクルコストの
縮減に係る取組の具体性・妥当性 

 

4  3.04  



 長期修繕計画が，大
規模修繕を含んだ事
業期間後までを考慮
し た も の で あ る こ
と。 

・長期修繕計画の具体性・妥当性 
 

3  1.92  

 施設改修に係る斎場
利用者等への配慮が
適切であること。 

・長期修繕計画に基づく修繕や火葬
炉改修等の施工期間中における斎
場利用者への安全性及び利便性の
配慮 

・火葬炉の全面改修の適切な実施時
期の設定及び改修計画 

4  2.88  

３ 運営業務に関する事項 26 20.72 

（1）実施体制 6 4.32 
 運営体制が適切かつ
具体的であること。 

・明確な業務分担と責任の所在 
・運営業務の配置人数や経験及び資

格等を有する人材の確保 
（2）運営計画 20 16.40 

 事業開始対応が適切
であること。 

・確実に事業を開始し，開始当初か
ら適切な運営サービスレベルが確
保できるような適切な稼働準備計
画 

3  2.52  

 火葬タイムスケジュ
ール等が適切である
こと。 

・火葬件数の増減への対応を含め，
適切に運営可能なタイムスケジュ
ール 

・停電時の自家発電による火葬 

6  5.28  

 運営水準の維持及び
向上が図られるもの
であること。 

・会葬者等の施設利用者が快適に利
用できるよう，感情に配慮しなが
ら，ホスピタリティにあふれたサ
ービスを提供するための工夫 

6  4.80  

 環境への配慮が図ら
れ る も の で あ る こ
と。 

・省エネルギーや再生エネルギーへ
の取組など，環境に配慮した取組 

・エネルギー等使用量の削減に努め
る計画，創意工夫や具体的な対策
等 

5  3.80  

４ 事業期間終了時の引継ぎに関する事項 3 2.28 

 事業の引継ぎが適切
に行われるような計
画であり，具体的か
つ効果的な方策であ
ること。 

・事業期間終了時に本施設及び備品
について，要求水準書で示した性
能及び機能を発揮でき，損傷が無
い状態で本市へ引き継げるような
計画 

・事業期間終了後，次の事業者へ円
滑に業務や書類を引き継ぐための
具体的かつ効果的な方策 

3 2.28 

合 計 70 54.36 
 
 

(3) 審査結果 

定性的評価点（a） 価格評価点（b） 総合評価点（a+b） 

54.36 30 84.36 

 



(4) 選定委員会委員名簿 

 氏   名 所   属   等 

委 員 長 澤 俊晴 広島修道大学国際コミュニティ学部教授 

副委員長 濱井 義樹 公益社団法人広島県建築士会副会長 

委  員 松本 美幸 税理士 

 福田 修 呉市財務部長 

 砂川 則和 呉市環境部長 

 

１０ 位置図等 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           〔施設外観〕 

Ｎ 
昭和市民センター 

天応市民センター 

呉市斎場 


